
無駄な税金を払っていませんか？御社の納税リスクを無くすお手伝いを致します。

1. 事前準備
節税を行うためには事前の準備が大切です。
まず、基本的な節税条件を整えることが節税の絶対条件です。

2. 税法の知識
租税特別措置法などの税法を知っているか否かで
せっかくの節税のチャンスを逃している可能性もあります。

3. 節税商品
節税商品のご紹介もしていきます。

4. ドラスティックな節税対策
会社そのものを分社・分割して節税対策を行う場合もあります。
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①

①メーカー部門と不動産部門を持った A 社だが、土地に含み損がある。

②新規設立 B 社に不動産部門を売却。A 社は土地の含み損を顕在化させた。

③Ａ社は納税を猶予され、資本効率も UP した。

自社の社債（私募債）をオーナー自身で取得する。
オーナーは社債利息を 20％の税額で得ることができる。

② ③

有価証券

資本効率 UP

5. オーナー企業の場合
有価証券を発行し、オーナー企業の場合は創業者一族を中心とした、節税対策もあります。


